
機密性2

生活習慣
改善必要

要精検・要治療
（受診勧奨）

特定
保健指導

医療機関
受診

①健康診断の受診率向上
と特定健診データ化

②健診結果等に基づく対応
③健康課題の把握・
解決に向けた取組

健康経営サポートカルテ

定期健診

人間ドック

生活習慣病
予防健診

被
保
険
者

①健診受診と特定健診データ化

 健康診断の受診率向上（協定連携事項

（１））及び事業所から全国健康保険協

会埼玉支部への健康診断データの提供の

促進（協定連携事項（３））のため、健

康経営埼玉推進協議会、協会けんぽのメ

ルマガ、事業者あての埼玉労働局、全国

健康保険協会埼玉支部連名リーフレット

等により周知啓発活動を強化

③健康課題の把握・解決に向けた取組

 健康経営サポートカルテの活用を推進すると

ともに、業態別健診結果等の健康診断データ

等の分析による課題の抽出・結果の共有（協

定連携事項（９））

 健康経営セミナーの開催（令和4年度：メン

タルヘルスケア、食生活改善）

 健康経営※の普及・促進（協定連携事項

（２））に取り組む。

 上記のほか、受動喫煙対策（協定連携事項

（７））、 従業員の感染症予防（協定連携

事項（８））を推進

事
業
所

異常なし

働く世代の健康づくり推進に向けた包括連携協定の概要

②健診結果等に基づく対応

 特定保健指導の実施勧奨（協定連携事
項（４））により、健康への関心を促
す。

 食生活の改善、運動習慣の確立等の生
活習慣の改善（協定連携事項（５））
を支援

 ストレスチェック結果を踏まえた面接
指導の実施、就業上の措置などのメン
タルヘルス対策を推進（協定連携事項
（６） ）

 健診結果やストレスチェックに関する
産業医、産業保健総合支援センターと
の連携

ストレス
チェック

就業上の
措置

面接指導

※「健康経営」はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。
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事業所は全ての段階に関わる

生活習慣の
改善

治療

職場環境の
改善

包括連携協定に基づき上記フローに応じた実施事項

健康づくり推進に向けたフロー図

治療と仕
事の両立

健康経営の認定
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機密性2

健康経営埼玉推進協議会

健康経営にはノウハウが必要です。また、普及促進や健康経営に取り組む企業へのアドバイス等の
フォローアップにはマンパワーが必要です。
埼玉県内で一体となって推進を図るために、自治体と医療保険者による「健康経営埼玉推進協議
会」を設立しました。さらに健康経営の広範囲への普及、健康経営に対してきめ細かいフォロー
アップを行うために、協力事業者も募り、「オール埼玉」で健康経営をサポートしています。

・関東経済産業局
・関東信越厚生局
・埼玉県信用保証協会
・埼玉県医師会
・埼玉産業保健総合支援センター
・埼玉県商工会議所連合会
・埼玉県商工会連合会
・埼玉県中小企業団体中央会

オブザーバー

【健康経営埼玉推進協議会の歩み】

■（平成30年 9月） 埼玉県、さいたま市と協同で「健康経営埼玉推進協議会」を設立
■（平成30年10月） 協力事業者を公募
■（平成30年11月） 推進協議会と協力事業者が一堂に会し「キックオフミーティング兼

勉強会」を開催
■（平成30年12月） 協力事業者を公募（2回目）
■（平成31年 3月） 健康保険組合連合会埼玉連合会が推進協議会へ新規参画
■（平成31年 3月） 第2回目ミーティング会議（勉強会）を開催

オブザーバーとして「埼玉県信用保証協会」、「埼玉産業保健総合
支援センター」が参加

■（令和元年 5月） 令和元年度 第1回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和元年 7月） 令和元年度 第2回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和元年12月） 令和元年度 第3回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和 ３年 5月） 令和 ３年度 第1回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和 ３年12月） オブザーバーとして「埼玉県商工会議所連合会」、

「埼玉県商工会連合会」、「埼玉県中小企業団体中央会」が参加
■（令和４年 1月） 令和 ３年度 第2回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和4年 4月） オブザーバーとして「埼玉労働局」が参加
■（令和4年 6月） 令和4年度 第１回 健康経営埼玉推進協議会を開催
■（令和4年 7月） 埼玉労働局が推進協議会へ新規参画

健康経営をサポートする協力事業者（16団体）

健康経営埼玉推進協議会の取組み
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アクサ生命保険株式会社、大塚製薬株式会社、埼玉県社会保険労務士会、埼玉縣信用金庫、

一般社団法人埼玉県中小企業診断協会、株式会社埼玉りそな銀行、住友生命保険相互会社、

損害保険ジャパン株式会社、SOMPOひまわり生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、

東京海上日動火災保険株式会社、株式会社日本政策金融公庫、日本生命保険相互会社、

三井住友海上火災保険株式会社、株式会社武蔵野銀行、明治安田生命保険相互会社 （全１６団体）

健康経営の普及・健康経営実践企業へのフォローアップ

埼玉労働局 埼玉県 さいたま市

全国健康保険
協会埼玉支部

健康保険組合
連合会埼玉連合会
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事業者健診（定期健康診断）の
結果をご提供ください！

重症化予防に着目した生活習慣改善サポートをご案内します！

○ 健診結果に基づき、糖尿病、高血圧、高脂血症等のリスクが高い方へ、生活習慣改善の
サポート（特定保健指導）を行っております。保健師や管理栄養士によるサポート（個別
相談）で、面接型、遠隔型をご希望に応じてご選択いただけます。

○ 健診結果等を活用し、事業所ごとに従業員様の健康状態を分析した『健康経営®サポート
カルテ』を無料でご提供いたします。『健康経営®サポートカルテ』は、健康経営を始める
きっかけとして、職場の健康課題の把握にご活用いただけます。

送付先・お問い合わせ先
全国健康保険協会（協会けんぽ）
埼玉支部 保健グループ

〒３３０－８６８６

さいたま市大宮区錦町６８２－２大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮）１６階

電話番号 ０４８－６５８－５９１５（保健グループ直通）

営業時間 平日８：３０～１７：１５（土日・祝日・年末年始を除く）

事業所様に代わって、健診機関が協会けんぽへ定期健康診断結果を提出しますので、事業所様
へデータ作成等のお手数をおかけいたしません。

ご提供方法

協会けんぽへ同意書をご提出いただくだけ

※健診機関が健診結果データを作成できない場合は、健診結果の写しまたは電子データのご送付を事業所
様にお願いすることがあります。

「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律80号)第27条」により、定期健康診断
結果の提供を求められた場合、事業者は定期健康診断結果を提供することが義務付けられ
ております。また、定期健康診断結果の提供は、「個人情報保護法」の「法令に基づく場
合」に該当するため健診を受けた方（従業員様）の同意は不要です。

条文詳細はこちらから個人情報の観点から問題ないの？

メリット

※「健康経営」はＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。
※『健康経営®サポートカルテ』のご提供は被保険者数30人以上の事業所等の条件があります。

〇 血糖値や血圧等の検査結果に生活習慣病のリスクがあるにも関わらず、医療機関を受診し
ていないと思われる方に医療機関への受診をお勧めしています。

彩の国

埼玉県
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労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第66条の規定に基づき実施した健康診断のうち、40歳以上75歳未満及び受診
日において全国健康保険協会の被保険者資格を有する者の特定健康診査項目の結果について、高齢者の医療の確保に
関する法律（昭和57年法律第80号）第27条第3項及び第4項の規定に基づき、下記のとおり同意します。

１．全国健康保険協会埼玉支部（以下「埼玉支部」という。）が健診実施機関より事業者健診データの提供を受け、
埼玉支部が指定する形式でのデータ作成を委託すること。

２．事業者健診データの取得に際し、埼玉支部は、必要に応じ健診受診者の健康保険被保険者証の記号・番号等に
関する情報を健診実施機関に対して提供できるものとし、埼玉支部が取得する事業者健診データについては、
受診者自身の今後の健診・治療及び保健師等による保健指導（特定健康診査を含む）・健康相談を受ける時
並びに特定の個人が識別されることがない方法で統計・調査研究を実施する場合に限り使用できること。

３．特段の申し出がない場合については、次年度以降も引き続き本同意書は効力を有すること。
（ただし次年度以降に健診実施機関に変更があった場合は除く。）

保険証記号
(7桁または8桁の数字）

問い合わせ先
電話番号 （ - - ）
担当者様名（ 様 ）

令和 年 月 日
事業所所在地

事業所名称

事業主氏名
印

事業者健診（定期健診）結果の提供に関する

同意書

受診時期・受診者数は、
おおよそで結構です。

健診機関①

名称 （受診時期： 通年 ・ 月）
（40～74歳の受診者数：計 名）

所在地

健診機関②

名称 （受診時期： 通年 ・ 月）
（40～74歳の受診者数：計 名）

所在地

健診機関③

名称 （受診時期： 通年 ・ 月）
（40～74歳の受診者数：計 名）

所在地

(１) 貴事業者の情報を記入ください。

(２)「事業者健診」を受診予定または受診済の健診機関の情報を記入ください。

送付先 全国健康保険協会（協会けんぽ）埼玉支部 保健グループ
〒３３０－８６８６ さいたま市大宮区錦町６８２－２大宮情報文化センター（ＪＡＣＫ大宮）１６階

※健診実施機関と契約書により健診結果を保険者へ提供する旨の契約を締結している場合は、当該健診実施機関分の
同意書の提出は不要です。






